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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基体の表面に施された銀若しくは酸化銀と、半導体素子の表面に施された銀若しくは酸化
銀と、が接合された半導体装置の製造方法であって、　基体の表面に施された銀若しくは
酸化銀の上に、半導体素子の表面に施された銀若しくは酸化銀が接触するように配置する
工程と、
　半導体素子若しくは基体に、圧力を加え若しくは超音波振動を加え、半導体素子と基体
とを仮接合する工程と、
　半導体素子及び基体に１５０℃～９００℃の温度を加え、半導体素子と基体とを本接合
する工程と、を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
仮接合する工程と本接合する工程とは、同時に行われることを特徴とする請求項１に記載
の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
本接合する工程は、大気中若しくは酸素雰囲気中であることを特徴とする請求項１又は２
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
基体の表面に施された銀若しくは酸化銀と、半導体素子の表面に施された銀若しくは酸化
銀と、が直接接合され、ダイシェア強度が１３ＭＰａ～５５ＭＰａであることを特徴とす
る半導体装置。
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【請求項５】
半導体素子は、半導体発光素子であることを特徴とする請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
半導体素子は、透光性無機基板上に半導体層が形成されており、透光性無機基板は半導体
層が形成されている側と反対の側に第１の銀が施されており、第１の銀と接合される緩衝
部材が設けられており、緩衝部材の表面に銀若しくは酸化銀が施されていることを特徴と
する請求項４又は５に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に、半導体素子の接合方法（以下、
「ダイアタッチ方法」ともいう。）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トランジスタ、ＩＣやＬＳＩなどの半導体素子を実装する接合方法が種々知られている
。また、半導体素子のうち発光ダイオード（以下、「ＬＥＤ」ともいう。）やレーザダイ
オード（以下、「ＬＤ」ともいう。）などの光を発する半導体発光素子に適する接合方法
も種々知られている。
　従来、半導体素子のダイアタッチ方法は大きく分類してエポキシ樹脂接着剤を使用する
接合方法（以下、「樹脂接合」という。）と、３００℃以上の高温に共晶点を有する共晶
金属による接合方法（以下、「共晶接合」という。）の二つに分かれている（例えば、特
許文献１及び２参照）。その使い分けは、半導体素子をマウントするリードフレーム材や
基板材との熱膨張挙動の整合性や、信頼性、価格などを考慮して決定される。たとえば価
格が優先される小型携帯機器などの液晶バックライト用発光ダイオードなどには樹脂接合
が用いられ、長寿命が要求される照明用発光ダイオードや高信頼性が要求されるレーザダ
イオーなどには共晶接合が一般的に用いられている。
【０００３】
　樹脂接合に用いる樹脂として、主にエポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂が用いられる。銀
のような導電性粉末を分散させた銀ペーストも樹脂接合の一種である。樹脂接合は、液状
のエポキシ樹脂を１５０～２００℃に加熱して硬化させるものである。樹脂接合は１５０
℃～２００℃と低温で容易に硬化できる簡便さを有している。特にリードフレームへ予め
モールドした汎用表面実装型半導体装置では熱硬化性樹脂の熱劣化や熱可塑性樹脂の溶融
を回避することができる。
　しかしながら近年の発光ダイオード、レーザダイオード等の光エネルギーの向上と投入
電力の上昇による発熱の影響で、樹脂接合に用いられる樹脂自体が経時的に劣化を生じ、
変色や接合強度低下などの問題が発生している。また、低温で硬化させるため樹脂弾性率
の温度指標であるガラス転移温度は、半導体装置が電子部品として実装される際のはんだ
実装温度には達しておらず、そのためはんだ実装時の熱衝撃による樹脂強度低下により剥
離が発生しやすい。さらに、エポキシ樹脂のみを用いる樹脂接合や銀ペーストを用いる樹
脂接合のいずれも、熱伝導率が低く放熱性が十分とは言えず、発光ダイオード等が点灯不
可能となるという問題があった。
【０００４】
　一方、金とスズとの合金による共晶接合は、上記の樹脂接合の問題点を解決することが
できる。
　しかしながら、共晶接合は接合時に３００℃以上の加熱が必要となるため、ＰＰＡ（ポ
リフタルアミド）等の一般的に使用されている樹脂パッケージでは高温に耐えることが難
しく適用することができなかった。また、発光ダイオードを実装する配線基板やリードフ
レームの表面に高い反射率を有する銀メッキを施したとしても、共晶金属は反射率が低い
ため、光取り出し効果の向上を図ることができない。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１２８３３０号公報
【特許文献２】特開２００６－２３７１４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みて創案されたもので、本発明の目的は、信頼性の高
い半導体素子の実装方法を提供すること、放熱性の高い半導体素子の実装方法を提供する
ことである。これにより、安価な半導体装置及び簡易な半導体装置の製造方法を提供する
ことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、基体の表面に施された銀若しくは酸化銀と、半導体素子の表面に施された銀
若しくは酸化銀と、が接合された半導体装置の製造方法であって、基体の表面に施された
銀若しくは酸化銀の上に、半導体素子の表面に施された銀若しくは酸化銀が接触するよう
に配置する工程と、半導体素子若しくは基体に、圧力を加え若しくは超音波振動を加え、
半導体素子と基体とを仮接合する工程と、半導体素子及び基体に１５０℃～９００℃の温
度を加え、半導体素子と基体とを本接合する工程と、を有する半導体装置の製造方法に関
する。これにより、劣化し易い部材を用いないことから信頼性の高い半導体装置の製造方
法を提供することができる。また、半導体素子と基体とを直接接合しているため、熱伝導
性が高く、半導体素子で発生した熱を効率よく基体に伝達することができる。さらに、特
殊な機械を使わずとも半導体素子を実装できるため、簡易な半導体装置の製造方法を提供
することができる。
　前記本接合する温度は、１５０℃～４００℃の温度範囲であることが好ましく、１５０
℃～３２０℃の温度範囲であることがより好ましい。比較的低温で接合することができる
からである。また、半導体素子が破壊されず、かつ、半導体素子が実装されるパッケージ
や実装基板が熱変形することがないからである。
　前記仮接合する工程と前記本接合する工程とは、同時に行うことが好ましい。より簡易
に半導体素子を実装することができるからである。
　前記本接合する工程は、大気中若しくは酸素雰囲気中であることが好ましい。これによ
り銀の融着反応を一層促進することができる。
【０００８】
　本発明は、基体の表面に施された銀若しくは酸化銀と、半導体素子の表面に施された銀
若しくは酸化銀と、が直接接合され、ダイシェア強度が１３ＭＰａ～５５ＭＰａである半
導体装置に関する。従来の樹脂接合及び共晶接合等は基体と半導体素子との間に樹脂接着
剤、銀ペースト、共晶金属などが存在しているのに対し、本発明では基体と半導体素子と
が直接接合されているものである。金とスズの合金を用いた共晶部材、エポキシ樹脂や銀
ペーストのような部材を半導体素子と基体との間に介在しないため、信頼性の高い半導体
装置を提供することができる。特に、ダイシェア強度の高い剥離し難い半導体装置を提供
することができる。
　前記半導体素子は、半導体発光素子を用いることもできる。半導体発光素子と基体とを
直接接合しているため、光劣化のない半導体装置を提供することができる。発光ダイオー
ドやレーザダイオードなどの半導体発光素子以外のトランジスタやＩＣ、ＬＳＩ、コンデ
ンサー、ツェナーダイオードなどにも本発明を適用することができる。
　前記半導体素子は、透光性無機基板上に半導体層が形成されており、前記透光性無機基
板は前記半導体層が形成されている側と反対の側に第１の銀が施されており、前記第１の
銀と接合される緩衝部材が設けられており、前記緩衝部材の表面に前記銀若しくは酸化銀
が施されているものも用いることができる。これにより半導体装置からの光取り出し効率
を高めることができる。また、透光性無機基板と第１の銀との界面の剥離を低減すること
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ができ、ダイシェア強度の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【０００９】
　上記の構成を採ることにより、劣化する部材を有しない信頼の高い安価な半導体装置及
びその製造方法を提供することができる。また、半導体素子と基体とを直接接合すること
ができるため放熱性の高い半導体装置を提供することができる。さらに、簡易な半導体装
置の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態に係る半導体発光素子の実装状態を示す概略断面図である。
【図２】第２の実施の形態に係る半導体発光素子の実装状態を示す概略断面図である。
【図３】第３の実施の形態に係る半導体発光素子の実装状態を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明者らは、酸化剤である金属酸化物の存在下、または、酸素、オゾン若しくは大気
雰囲気下で、０．１μｍ～１５μｍの平均粒径を有する銀粒子を含む組成物を焼成すると
、例えば１５０℃付近の温度であっても銀粒子が融着して、導電性材料を得ることができ
ることを見出した。一方、窒素雰囲気下では、０．１μｍ～１５μｍの平均粒径を有する
銀粒子を含む組成物を焼成しても、１５０℃付近の低温では導電性材料は得られなかった
。このような知見に基づき、本発明者らは、酸化剤である金属酸化物の存在下、または、
酸素、オゾン若しくは大気雰囲気下で、０．１μｍ～１５μｍの平均粒径を有する銀粒子
を含む組成物を焼成する工程を含む、導電性材料を製造する方法を完成した。
【００１２】
　また、本発明者らは、この発明の詳細なメカニズムを調べる過程で表面が有機汚染され
ていない銀の接合性を確認するため平滑な銀スパッタ面間の酸素存在下での低温接合を試
み、銀粒子でなくとも接合面へ圧力を加えるか若しくは超音波振動を加え、仮接合させた
後に低温加熱することにより十分な接合を得ることを見出した。この知見を応用し高い信
頼性を有する半導体装置を開発するため本発明に至った。また同時に安価な半導体装置を
提供する方法としても有用であることを見出した。
【００１３】
　本発明のダイアタッチ方法において、接合が形成されるメカニズムは明確ではないが、
以下のように推測できる。酸化剤である酸素、オゾン若しくは大気雰囲気下で、銀スパッ
タ、銀蒸着、銀メッキ面等により形成された銀コーティング面を接触させると銀コーティ
ング面の一部が局部的に酸化され、その酸化により形成した酸化銀が、銀コーティング面
と接触する部分において、酸素を触媒的にやり取りし、酸化還元反応を繰り返す工程を経
て、接合が形成されると推測できる。また、銀コーティング面を予め酸化し酸化銀とする
ことにより不活性ガス雰囲気でも同様な機構で接合が形成されるものと推測できる。この
ようなメカニズムにより接合が形成されると推測されるため、本発明のダイアタッチ方法
により半導体装置を製造すれば、高い信頼性を有し、安価な半導体装置を提供することが
できる。
【００１４】
　本発明は、基体の表面に施された銀若しくは酸化銀と、半導体素子の表面に施された銀
若しくは酸化銀と、が接合された半導体装置の製造方法であって、基体の表面に施された
銀若しくは酸化銀の上に、半導体素子の表面に施された銀若しくは酸化銀が接触するよう
に配置する工程と、半導体素子若しくは基体に、圧力を加え若しくは超音波振動を加え、
半導体素子と基体とを仮接合する工程と、半導体素子及び基体に１５０℃～９００℃の温
度を加え、半導体素子と基体とを本接合する工程と、を有する半導体装置の製造方法に関
する。半導体素子及び基体に加える温度は１５０℃～４００℃であることが好ましく、特
に１５０℃～３２０℃であることが好ましい。本発明の製造方法は、たとえば発光ダイオ
ード、レーザダイオード等の半導体発光素子を用いる半導体装置へ高い発光効率を付与す
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ることができる。また、接合材料を介さないため低い電気抵抗や熱抵抗が得られるため信
頼性を向上させることができる。また、樹脂接合と変わらぬ温度領域で接合が可能である
ため、半導体装置に使用されるプラスチック部材の熱劣化を回避することができる。接合
部材に樹脂を使用しないため半導体装置の寿命を改善することができる。さらに、工程が
簡易で貴金属の使用量が極端に少ないため、安価に半導体装置を製造することができる。
【００１５】
　基体はリードフレーム、又は、金属配線を備えた有機あるいは無機基板などを用いるこ
とができ、リードフレームの表面、金属配線の表面が銀でコーティングされてなる。また
基体全体あるいは半導体素子をマウントする部位のみを酸化処理することにより表面を酸
化銀とすることもできる。半導体素子の接合面の表面は、基体と同様に銀コーティングさ
れてなり、導電部位、絶縁部位を問わない。また前記基体同様に表面の銀コーティングを
酸化処理することにより酸化銀とすることもできる。
【００１６】
　半導体素子若しくは基体に圧力若しくは超音波振動を加えてマウントする。圧力若しく
は超音波振動の印加時間は基体の銀若しくは酸化銀の表面状態に依存し、仮接合が十分な
されるよう任意に設定してよい。この際に基体を予め１５０℃～９００℃、より好ましく
は１５０℃～４００℃、さらにより好ましくは１５０℃～３２０℃に予熱してもよい。仮
接合時の雰囲気は、銀－銀接合時は酸素、オゾンを含む酸化雰囲気が好ましく、低コスト
な大気条件がより好ましい。銀－酸化銀接合、酸化銀－酸化銀接合時の場合は酸素、オゾ
ンを含まない不活性ガス雰囲気でもよく、低コストな窒素雰囲気が好ましい。
【００１７】
　仮接合された基体及び半導体素子を１５０℃～９００℃の温度を加え接合点を増加させ
、且つ銀を相互拡散させることにより接合を強固なものとし本接合させることができる。
金属拡散は温度の関数となるため高温であるほど速やかに接合強度を向上させることがで
きるが、半導体装置に使用されるプラスチック部材の酸化劣化若しくは溶融等を避けるた
め汎用される熱可塑性樹脂の融点上限である３２０℃付近を上限とすることが望ましい。
但し、基体に耐熱性を有するセラミックス基板等を用いる場合は、４００℃付近まで温度
を加えることができる。下限温度については実用的な時間範囲で強固な接合得るためには
１５０℃以上である必要がある。
【００１８】
　仮接合する工程と本接合する工程とは、同時に行うことが好ましい。基体上へ半導体素
子を圧力若しくは超音波振動を加えマウントし、その状態で１５０℃～９００℃、好まし
くは１５０℃～４００℃、より好ましくは１５０℃～３２０℃の温度を加え接合点を増加
させ且つ銀を相互拡散させることにより接合を強固なものとさせることができる。これに
より接合点を大幅に増加させることができるため接合強度の向上が期待できる。
【００１９】
　本接合する工程が、大気中若しくは酸素雰囲気中であることが好ましい。本接合を施す
ための加熱時の雰囲気は大気中若しくは酸素雰囲気中であることが好ましい。これにより
接合点が増加し接合強度の向上が期待できるからである。特に本接合時の雰囲気は、銀－
銀接合時は酸素、オゾンを含む酸化雰囲気が好ましく、低コストな大気条件がより好まし
い。銀－酸化銀接合、酸化銀－酸化銀接合時の場合は不活性ガス雰囲気でもよく、低コス
トな窒素雰囲気が好ましい。
【００２０】
　本発明は、基体の表面に施された銀若しくは酸化銀と、半導体素子の表面に施された銀
若しくは酸化銀と、が直接接合され、ダイシェア強度が１３ＭＰａ～５５ＭＰａである半
導体装置に関する。ダイシェア強度は接合時の加熱温度と加熱時間に依存しており、温度
が高く時間が長いほど強度は向上するが、製造コストならびに半導体装置に使用されるプ
ラスチック部材の酸化劣化を考慮すると温度が低く時間が短いほど有利である。従って、
加熱温度を１５０℃～９００℃、好ましくは１５０℃～４００℃、より好ましくは１５０
℃～３２０℃とし、加熱時間を任意に設定することによりダイシェア強度を調整すること
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が可能である。実用的にはワイヤーボンド時の超音波衝撃や半導体装置の熱衝撃試験に耐
える必要があり１３ＭＰａは最低でも必要であり、上限は３２０℃加熱による本接合時に
ダイシェア強度が飽和する５５ＭＰａであることが好ましい。また半導体装置の信頼性を
確保しかつ半導体装置の初期特性の低下を少なくするため、ダイシェア強度は１３ＭＰａ
～３５ＭＰａがより好ましい。
【００２１】
　半導体素子が、半導体発光素子であるものも用いることができる。銀は金属中で最も可
視光線の反射率に優れており、半導体素子表面へ銀コーティングを施すことは高効率な反
射鏡を半導体素子に備えることにもなり半導体発光素子に最も適した形態となる。また基
体表面へ銀コーティングを施すことにより半導体装置全体を反射鏡構造とすることが可能
であり、更に高効率に光を取り出すことができる。半導体発光素子に用いられる透光性無
機基板は、光吸収が極めて低いため、高い発光効率を持つ半導体発光素子を作製するため
に利用できる。半導体発光素子は、透光性無機基板の上面に半導体層である発光層が形成
されており、その発光層を上面となるよう配置し反対側の裏面となる透光性無機基板へ銀
若しくは酸化銀を施す。これにより発光層から放射された光を高効率に反射させ、光出力
の大きな半導体装置を得ることができる。
【００２２】
　半導体素子は、透光性無機基板上に半導体層が形成されており、透光性無機基板は半導
体層が形成されている側と反対の側に第１の銀が施されており、第１の銀と接合される緩
衝部材が設けられており、緩衝部材の表面に銀若しくは酸化銀が施されているものも用い
ることができる。最表面の銀若しくは酸化銀と透光性無機基板との間に第１の銀を形成す
ることにより、光反射率を高め、半導体装置からの光出力を高めることができる。この第
１の銀と最表面の銀若しくは酸化銀との間に１層若しくは２層以上の緩衝部材を設ける。
基体の材質及び透光性無機基板の材質により緩衝部材は種々選択することができ、各種無
機材料、各種有機材料を用いることができる。緩衝部材を用いることにより、透光性無機
基板と基体との間の応力を減少させたり、緩和させたりすることにより、接合信頼性の向
上並びに透光性無機基板のクラックを防止することができる。
【００２３】
＜半導体装置＞
（第１の実施の形態に係る半導体装置）
　第１の実施の形態に係る半導体装置の一例を、図面を用いて説明する。図１は第１の実
施の形態に係る半導体発光素子の実装状態を示す概略断面図である。半導体素子として、
発光ダイオードを用いた半導体発光素子を元に説明するが、半導体発光素子以外のトラン
ジスタ、ＩＣ、ＬＳＩなどにも本発明を適用することができる。
　半導体装置は、基体５００の表面に施された銀若しくは酸化銀５２０と、半導体発光素
子１００の表面に施された銀若しくは酸化銀１４０と、が直接接合されている。
　半導体発光素子１００は、透光性無機基板１１０と、光を放射する半導体層１２０と、
半導体層１２０に設けられた電極１３０と、半導体層１２０が形成されている側と反対側
に施された第１の銀１５０と、第１の銀に接合された緩衝部材１６０と、緩衝部材の表面
に施された銀若しくは酸化銀１４０と、を有する。半導体層１２０は、透光性無機基板１
１０上にｎ型半導体層１２１、ｎ型半導体層１２１の上にｐ型半導体層１２２を積層して
いる。電極１３０は、ｎ型半導体層１２１にはｎ側電極１３１を設け、ｐ型半導体層１２
２にはｐ側電極１３２を設けている。半導体発光素子１００は、同一面側にｎ側電極１３
１とｐ側電極１３２とを有するフリップチップ構造を採っている。半導体発光素子１００
の表面に施された銀若しくは酸化銀１４０は、１層だけでなく２層以上であってもよい。
また、半導体発光素子１００の表面に施された銀若しくは酸化銀１４０の膜厚は、０．１
μｍ～５０μｍ程度であることが好ましいが、特に限定されない。第１の銀１５０は、半
導体層１２０の光を効率よく反射させるために設けることが好ましい。第１の銀１５０は
、光を８５％以上、好ましくは９０％以上反射できる厚さ、例えば０．０５μｍ以上であ
ればよく、任意に調整できる。
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【００２４】
　緩衝部材１６０は、透光性無機基板１１０と基体５００との機械的物性の違いにより発
生する接合時応力を減少させたり、緩和させたりすることができる。緩衝部材１６０は、
各種無機材料、有機材料を使用し、これらの材料を多層化することもできる。緩衝部材１
６０に有機高分子材料を使用すると接合時応力の大幅な緩和現象が期待できる。緩衝部材
１６０における露出した端面部の光劣化の懸念からは、無機材料がより好ましい。
【００２５】
　銀若しくは酸化銀１４０を緩衝部材１６０の下へ配置することができる。これにより基
体５００の表面に施された銀若しくは酸化銀５２０と接合することが可能となる。銀若し
くは酸化銀１４０において酸化銀を用いることにより、不活性ガス雰囲気下での接合が可
能となる。また、酸化銀を用いることにより、硫化を防止し接合前の半導体発光素子の保
管安定性を付与することができる。この酸化銀の施し方は、まず緩衝部材１６０に銀を施
し、その後、酸素プラズマ、ＵＶ照射等の手法で酸化処理することにより酸化銀とするこ
とができる。
　ただし、透光性無機基板１１０に銀若しくは酸化銀１４０を直接施してもよい。また、
銀若しくは酸化銀１４０は、一層である必要はなく、二層以上の多層とすることもできる
。銀若しくは酸化銀１４０の膜厚を変えたり、材質を変えたりすることにより、透光性無
機基板１１０との接合性の向上を図ることができる。
【００２６】
　基体５００は台座部５１０の表面に銀若しくは酸化銀５２０を施している。台座部５１
０は導電性でも絶縁性でもよい。台座部５１０に用いられる導電性部材として、銅や鉄な
どのリードフレームが挙げられる。台座部５１０に銀を用いる場合は銀若しくは酸化銀５
２０を施す必要はなく、台座部５１０が基体５００となる。
　一方、台座部５１０に用いられる絶縁性部材として、ガラスエポキシ基板、ポリフタル
アミドや液晶ポリマーなどの樹脂部材、セラミックス部材などが挙げられる。台座部５１
０にこれらの絶縁性部材を用いた場合、ガラスエポキシ基板上に所定の回路配線を行い、
その回路配線に銀若しくは酸化銀５２０を施す。
　台座部５１０に設けられる銀若しくは酸化銀５２０において酸化銀を選択することによ
り、不活性ガス雰囲気下での接合が可能となる。この酸化銀の施し方は、まず台座部５１
０に銀を施し、その後、酸素プラズマ、ＵＶ照射等の手法で酸化処理することにより酸化
銀とすることができる。酸化処理は半導体発光素子１００をマウントする部位のみでも構
わない。酸化銀の施し方は、まず緩衝部材１６０に銀を施し、その後、酸素プラズマ、Ｕ
Ｖ照射等の手法で酸化処理することにより酸化銀とすることができる。
【００２７】
　基体５００の形状は平板形状、カップ形状など種々の形態を採ることができる。半導体
発光素子１００の実装のし易さから、基体５００の形状として平板形状のものを用いるこ
とが好ましい。また、半導体発光素子１００からの光取り出し効率の向上を図るため、基
体５００はカップ形状を採ることもできる。基体５００をカップ形状とした場合、基体５
００の外部に導電性の配線の一部を端子として露出させることもできる。基体５００上に
は同じ機能を有する半導体発光素子や、異なる機能を有する半導体素子をマウントするこ
ともできる。また基体５００上には抵抗素子、コンデンサーといった電子素子もマウント
することができる。
【００２８】
　半導体発光素子１００に設けられた電極１３０は、所定の電気的接続とるため金ワイヤ
ー等で配線が施される。また半導体発光素子１００からの光を吸収し異なる波長へ変換す
る蛍光体やフィラー、光拡散部材等を含む封止部材で半導体発光素子１００を覆い、半導
体装置とすることができる。
　ダイシェア強度は１３ＭＰａ～５５ＭＰａであることが好ましい。このように強固に半
導体素子と基体とを接合することができる。
【００２９】
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（半導体装置の製造方法）
　基体５００の上に半導体発光素子１００を実装する際、基体５００の表面に施された銀
若しくは酸化銀５２０の上に、半導体発光素子１００の表面に施された銀若しくは酸化銀
１４０が接触するように配置する。基体５００の表面に施された銀若しくは酸化銀５２０
と、半導体発光素子１００の表面に施された銀若しくは酸化銀１４０との間には半田や樹
脂などが存在していない。基体５００には台座５１０に所定の回路配線が施されており、
その回路配線の最表面に銀若しくは酸化銀５２０が施されている。半導体発光素子１００
の位置決めのため、半導体発光素子１００の外形と同形状の回路配線を形成したり、半導
体発光素子１００の外形よりわずかに小さい略同形状の回路配線を形成したり、略四角の
頂点が半導体発光素子１００の四隅まで延びる回路配線を形成したり、種々の形状を成す
こともできる。
【００３０】
　半導体発光素子１００若しくは基体５００に圧力を加え、もしくは超音波振動を加え、
半導体発光素子１００と基体５００とを仮接合する。半導体発光素子１００を基体５００
上に載置する際に、所定の圧力や超音波振動を加えてもよく、半導体発光素子１００を基
体５００上に載置してから別の機械にて所定の圧力や超音波振動を加えても良い。半導体
発光素子１００と基体５００とを仮接合する際に加える圧力は５ＭＰａ～５０ＭＰａが好
ましく、より好ましくは１０ＭＰａ～２０ＭＰａであるが、半導体発光素子１００が破壊
されてない程度の圧力であれば許容される。仮接合時に半導体発光素子１００及び基体５
００を予め１５０℃～４００℃の温度を加えていてもよい。仮接合に要する時間は長時間
である方が好ましいが、特に限定されず、０.１秒～６０秒程度あればよい。
【００３１】
　半導体発光素子１００及び基体５００に１５０℃～９００℃の温度を加え、半導体発光
素子１００と基体５００とを本接合する。仮接合する工程と本接合する工程とを同時に行
うこともできる。半導体発光素子１００及び基体５００に加える温度は強固に接合できる
１５０℃以上が好ましい。また半導体発光素子１００が破壊されない温度であれば特に温
度は構わないが、銀の融点以下の温度である９００℃以下であればよく、４００℃以下が
好ましい。また半導体発光素子１００やパッケージが耐えうる温度として３２０℃以下が
特に好ましい。本接合する工程は、大気中若しくは酸素雰囲気中で行うこともできる。半
導体発光素子１００の表面に銀１４０及び基体５００の表面に銀５２０を用いる場合、大
気中若しくは酸素雰囲気中で行う。半導体発光素子１００の表面に銀１４０及び基体５０
０の表面に酸化銀５２０を用いる場合、半導体発光素子１００の表面に酸化銀１４０及び
基体５００の表面に銀若しくは酸化銀５２０を用いる場合、のいずれも窒素雰囲気などの
不活性雰囲気中で行うことができるが、大気中若しくは酸素雰囲気中で行うこともできる
。本接合に要する時間も長時間である方が好ましいが、特に限定されず、１秒～２４時間
程度あればよい。
　なお、銀の融点は９６１℃であるため、本製造工程においては、銀の融点以下の９００
℃以下の温度で焼成するものであり、特に１５０℃～４００℃という温度は非常に低温で
ある。
　半導体発光素子１００を基体５００に実装した後、ワイヤー接続を行い、封止部材で被
覆して半導体装置とすることができる。
【００３２】
（第２の実施の形態に係る半導体装置）
　第２の実施の形態に係る半導体装置の一例を、図面を用いて説明する。図２は第２の実
施の形態に係る半導体発光素子の実装状態を示す概略断面図である。第１の実施の形態に
係る半導体装置と、半導体発光素子を除いて、ほぼ同一の構成を採るため、一部説明を省
略することもある。
【００３３】
　半導体装置は、基体６００の表面に施された銀若しくは酸化銀６２０と、半導体発光素
子２００の表面に施された銀若しくは酸化銀２４０と、が接合されている。
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　半導体発光素子２００は、透光性無機基板２１０と、光を放射する半導体層２２０と、
半導体層２２０に設けられたｐ側電極２３２と、半導体層２２０が形成されている側と反
対側に施された第１の銀２５０と、第１の銀２５０に接合された緩衝部材２６０と、緩衝
部材２６０の表面に施された銀若しくは酸化銀２４０と、を有する。透光性無機基板２１
０の底部はｎ側電極を兼ねる。半導体層２２０は、透光性無機基板２１０上にｎ型半導体
層２２１、ｎ型半導体層２２１の上にｐ型半導体層２２２を積層している。半導体発光素
子２００は、下面側にｎ側電極（透光性無機基板２１０の底部）とｐ側電極２３２とを有
する。
　基体６００は、導電性若しくは絶縁性の台座部６１０に銀若しくは酸化銀６２０を施し
ている。
【００３４】
　このように、上下面に電極を有する構造を持つ半導体発光素子２００であっても、実装
される下面の最表面に銀若しくは酸化銀２４０を形成することにより、基体２００に施さ
れた銀若しくは酸化銀６２０と所定の条件の下、強固に接合することができる。
【００３５】
（第３の実施の形態に係る半導体装置）
　第３の実施の形態に係る半導体装置の一例を、図面を用いて説明する。図３は第３の実
施の形態に係る半導体発光素子の実装状態を示す概略断面図である。第１の実施の形態に
係る半導体装置と、半導体発光素子を除いて、ほぼ同一の構成を採るため、一部説明を省
略することもある。
【００３６】
　半導体装置は、基体７００の表面に施された銀若しくは酸化銀７２０と、半導体発光素
子３００の表面に施された銀若しくは酸化銀３４０と、が接合されている。
　半導体発光素子３００は、透光性無機基板３１０と、光を放射する半導体層３２０と、
半導体層２２０に設けられた電極３００と、電極３００に施された銀若しくは酸化銀３４
０と、を有する。半導体層３２０は、透光性無機基板３１０上にｎ型半導体層３２１、ｎ
型半導体層３２１の上にｐ型半導体層３２２を積層している。電極３３０は、ｎ型半導体
層３２１にはｎ側電極３３１を設け、ｐ型半導体層３２２にはｐ側電極３３２を設けてい
る。半導体発光素子３００は、同一面側にｎ側電極３３１とｐ側電極３３２とを有するフ
リップチップ構造を採っており、フェイスダウン実装されている。ｎ側電極３３１とｐ側
電極３３２は、共に表面に銀若しくは酸化銀３４０が施されている。銀若しくは酸化銀３
４０は、ｎ側電極３３１とｐ側電極３３２の全面を覆うことが好ましいが、基体７００と
接触する部分のみ銀若しくは酸化銀３４０を施しておくこともできる。半導体発光素子３
００の表面に施された銀若しくは酸化銀３４０は、１層だけでなく２層以上であってもよ
い。また、半導体発光素子３００の表面に施された銀若しくは酸化銀３４０の膜厚は、０
．１μｍ～５０μｍ程度であることが好ましいが、特に限定されない。半導体発光素子３
００はフェイスダウン実装するため、透光性無機基板１１０が基体に略平行となるように
ｎ側電極３３１とｐ側電極３３２との高さを揃えておくことが好ましい。
　基体７００は、絶縁性の台座部７１０に所定の回路パターンを施し、その回路パターン
に銀若しくは酸化銀７２０を施している。
【００３７】
　このように、同一面側にｎ側電極３３１とｐ側電極３３２とを有する構造を持つ半導体
発光素子３００をフェイスダウン実装する場合であっても、ｎ側電極３３１及びｐ側電極
３３２に銀若しくは酸化銀３４０を施すことにより、基体７００に施された銀若しくは酸
化銀７２０と所定の条件の下、強固に接合することができる。特に、半田バンプを用いず
に接合できるのでｎ側電極３３１とｐ側電極３３２との間が狭い場合であっても短絡を生
じずに接合することもできる。
　第３の実施の形態に係る半導体装置も、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法
とほぼ同様である。ただし、半導体発光素子３００と基体７００とを接合した後、ワイヤ
ー接続する工程が不要である。
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【００３８】
（半導体素子）
　半導体素子として、発光ダイオードやレーザダイオードなどの半導体発光素子の他、ト
ランジスタやＩＣ、ＬＳＩ、ツェナーダイオード、コンデンサー、受光素子なども用いる
ことができる。
【００３９】
　半導体発光素子は、無機基板上に半導体層を積層している。無機基板として透光性を有
するものが好ましい。透光性無機基板はサファイア、ＧａＰ、ＧａＮ、ＩＴＯ、ＺｎＯ、
無機ガラス、セラミックスなどを用いることができ、半導体層は、ＧａＡｌＮ、ＺｎＳ、
ＺｎＳｅ、ＳｉＣ、ＧａＰ、ＧａＡｌＡｓ、ＡｌＮ、ＩｎＮ、ＡｌＩｎＧａＰ、ＩｎＧａ
Ｎ、ＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮ等の半導体を発光層として形成させたものが用いられる。半
導体の構造としては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合やＰＮ接合を有したホモ構造、ヘテロ構造
あるいはダブルへテロ構成のものが挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によって発
光波長を紫外光から赤外光まで種々選択することができる。発光層は、量子効果が生ずる
薄膜とした単一量子井戸構造や多重量子井戸構造としても良い。
【００４０】
　屋外などの使用を考慮する場合、高輝度な半導体発光素子を形成可能な半導体層として
窒化ガリウム系化合物半導体を用いることが好ましく、また、赤色ではガリウム・アルミ
ニウム・砒素系の半導体層やアルミニウム・インジュウム・ガリウム・燐系の半導体層を
用いることが好ましいが、用途によって種々利用することもできる。
【００４１】
　半導体層に窒化ガリウム系化合物半導体を使用した場合、透光性無機基板にはサファイ
ア、スピネル、ＳｉＣ、Ｓｉ、ＺｎＯやＧａＮ等の材料が用いられる。結晶性の良い窒化
ガリウムを量産性良く形成させるためには透光性無機基板にサファイアを用いることが好
ましい。半導体発光素子をフェイスダウンで用いる場合、透光性無機基板は透光性が高い
ことを要する。
【００４２】
　電極は光を遮らない材質が好ましいが、光を遮る材質も使用することができる。同一面
側にｎ側電極とｐ側電極とを有する半導体発光素子の場合、ｐ側電極が半導体層の広範囲
を占めるように施されていることが好ましい。
　上下面にｎ側電極とｐ側電極とを有する半導体発光素子の場合、基体と接触する側の電
極は広範囲を占めるように施されていることが好ましく、ほぼ下面全部に電極が施されて
いることが特に好ましい。その基体と接触する側の電極は、銀若しくは酸化銀で覆われて
いることが好ましい。
　透光性のｐ側電極は、膜厚が１５０μｍ以下の薄膜で形成されていてもよい。また、ｐ
側電極は金属以外のＩＴＯ、ＺｎＯも使用することができる。ここで透光性のｐ側電極の
代わりに、メッシュ状電極などの複数の光取り出し用開口部を備えた電極形態としてもよ
い。
【００４３】
　電極の形状は、直線状以外に、曲線状、ひげ状、櫛状、格子状、枝状、鉤状、網目状等
でもよい。ｐ側電極の総面積に比例して遮光効果が増大するので、遮光効果が発光増強効
果を上回らないように延長導電部の線幅および長さを設計することが好ましい。ｐ側電極
はＡｕ、Ａｕ―Ｓｎ等の金属や、金属以外のＩＴＯ、ＺｎＯも使用することができる。ま
た透光性のｐ側電極の代わりに、メッシュ状電極などの複数の光取り出し用開口部を備え
た電極形態としてもよい。半導体発光素子のサイズは任意に決めてよい。
【００４４】
　半導体発光素子の緩衝部材は、無機材料としては銀若しくは酸化銀以外の金、銅、アル
ミニウム、スズ、コバルト、鉄、インジウム、タングステン等の金属ならびにその合金、
シリカ、アルミナ、酸化ジルコニウム、酸化チタン等の酸化物、窒化アルミニウム、窒化
ジルコニウム、窒化チタン等の窒化物の群より選択される少なくとも一つを含むことが好
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ましい。有機材料としてはエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、変性シリコーン樹脂、変成シ
リコーン樹脂、ポリイミド樹脂等の絶縁樹脂ならびにこれらの絶縁樹脂に金属粉を高充填
した導電性樹脂の群より選択される少なくとも一つを含むことが好ましい。
　半導体素子の最表面に酸化銀を施す場合は、まず銀を施した後に酸素プラズマ、ＵＶ照
射等の手法で酸化処理することにより酸化銀とすることができる。酸化銀とすることによ
り不活性ガス雰囲気下での接合が可能となる。銀の硫化を防止することができる。
【００４５】
（基体）
　基体は、台座部に銀若しくは酸化銀を施している。基体は、酸化アルミニウム、窒化ア
ルミニウム、酸化ジルコニウム、窒化ジルコニウム、酸化チタン、窒化チタンまたはこれ
らの混合物を含むセラミック基板、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｔｉま
たはこれらの合金を含む金属基板、リードフレーム、ガラスエポキシ基板、ＢＴレジン基
板、ガラス基板、樹脂基板、紙等を用いることができる。リードフレームとしては、例え
ば、銅、鉄、ニッケル、クロム、アルミニウム、銀、金、チタン又はそれらの合金より形
成される金属フレ－ムが挙げられ、銅、鉄又はそれらの合金が好ましい。リードフレーム
としては、放熱性が必要な半導体装置では銅合金、半導体素子との接合信頼性が必要な半
導体装置では鉄合金であるのがより好ましい。基体の台座部に相当する箇所に銀若しくは
酸化銀を用いる場合は、更に銀若しくは酸化銀を施す必要はない。
【００４６】
　配線基板又はリードフレームは、その表面が銀、酸化銀、銀合金、銀合金の酸化物、Ｐ
ｔ、Ｐｔ合金、Ｓｎ、Ｓｎ合金、金、金合金、Ｃｕ、Ｃｕ合金、Ｒｈ、Ｒｈ合金等により
被覆されていてもよく、半導体素子がマウントされる部位の最表面が銀若しくは酸化銀で
被覆されている。これらの被覆は、メッキ、蒸着、スパッタ、印刷、塗布等により行うこ
とができる。
【００４７】
　基体として、樹脂を用いたパッケージも使用することができる。パッケージとしてはリ
ードが一体成型されているものの他、パッケージを成型した後にメッキなどにより回路配
線を設けたものであってよい。パッケージは、カップ形状や平板形状など種々の形態を採
ることができる。パッケージを構成する樹脂としては、耐光性、耐熱性に優れた電気絶縁
性のものが好適に用いられ、例えばポリフタルアミドなどの熱可塑性樹脂や、エポキシ樹
脂などの熱硬化性樹脂、ガラスエポキシ、セラミックスなどを用いることができる。また
、半導体発光素子からの光を効率よく反射させるためにこれらの樹脂に酸化チタンなどの
白色顔料などを混合させることができる。パッケージの成形法としては、リードを予め金
型内に設置して行うインサート成形、射出成形、押出成形、トランスファ成型などを用い
ることができる。
【００４８】
（封止部材）
　基体に実装された半導体素子を外力、埃などから保護するため封止部材が用いられる。
封止部材は、半導体発光素子からの光を効率よく外部に透過させることもできる。封止部
材に使用される樹脂は、例えば、エポキシ系、フェノール系、アクリル系、ポリイミド系
、シリコーン系、ウレタン系、熱可塑性系等が挙げられる。中でもシリコーン系が耐熱・
耐光性に優れ長寿命な半導体装置を作製できるため好ましい。気密カバー又は非気密カバ
ーとしては無機ガラス、ポリアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリオレフィン樹脂
、ポリノルボルネン樹脂等が挙げられる。中でも無機ガラスが耐熱・耐光性に優れ長寿命
な半導体装置を作製できるため好ましい。
【００４９】
（その他）
　封止部材は、蛍光物質及びフィラー及び光拡散部材などを含有してもよい。蛍光物質と
しては、半導体発光素子からの光を吸収し、この光とは異なる波長の蛍光を発するもので
あればよく、Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される窒化物系蛍光体または
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酸窒化物系蛍光体、Ｅｕ等のランタノイド系、Ｍｎ等の遷移金属系の元素により主に付活
されるアルカリ土類ハロゲンアパタイト蛍光体、アルカリ土類金属ホウ酸ハロゲン蛍光体
、アルカリ土類金属アルミン酸塩蛍光体、アルカリ土類ケイ酸塩蛍光体、アルカリ土類硫
化物蛍光体、アルカリ土類チオガレート蛍光体、アルカリ土類窒化ケイ素蛍光体、ゲルマ
ン酸塩蛍光体、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に付活される希土類アルミン酸塩蛍光体
、希土類ケイ酸塩蛍光体、又はＥｕ等のランタノイド系元素で主に賦活される有機及び有
機錯体等から選ばれる少なくとも１以上であることが好ましい。より好ましくは、（Ｙ，
Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ、（Ｃ
ａ，Ｓｒ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕなどが使用される。
【００５０】
　フィラーとしては、アルミナ、シリカ、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化マグネ
シウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、チタン酸カリウム、マイカ、ケイ
酸カルシウム、硫酸マグネシウム、硫酸バリウム、ホウ酸アルミニウム、ガラスフレーク
ならびに繊維を用いることができる。また応力緩和のためにシリコーンゴム粒子、シリコ
ーンエラストマー粒子を用いることができる。光線透過率はフィラー粒径の影響が大きく
平均粒径５μｍ以上が好ましいが、ナノ粒子も使用することができる。これにより封止部
材の透光性や光分散性を大幅に向上させることができる。
【００５１】
　光拡散部材としては、アルミナ、シリカ、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化マグ
ネシウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、チタン酸カリウム、マイカ、ケ
イ酸カルシウム、硫酸マグネシウム、硫酸バリウム、ホウ酸アルミニウム、ガラスフレー
クならびに繊維を用いることができる。またエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ベンゾグア
ナニン樹脂、メラミン樹脂の熱硬化性樹脂の粒子を用いることができる。光拡散性能はフ
ィラー粒径の影響が大きく０．１μｍ～５μｍの範囲が好ましい。これにより少量の光拡
散部材で光拡散が可能となる。
【００５２】
　また蛍光物質及びフィラー、光拡散部材は半導体素子へ印刷、ポッティング、電着、ス
タンピングによりコーティングすることもできる。その上面へ封止部材を被覆することが
できる。これにより封止部材がレンズ形状を有する場合に光学設計が容易となり高品位な
半導体装置を得ることができる。
【実施例】
【００５３】
　以下、実施例を用いて本発明に係る半導体装置及びその製造方法を説明する。実施例１
～１９に係る半導体装置は、第１の実施の形態に係る半導体装置と重複するため、説明を
省略する部分もある。
【００５４】
＜実施例１＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パッケ
ージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッケー
ジは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置してイン
サート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行っ
た。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約１５０℃
で約５時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直
接接合することができた。
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【００５５】
＜実施例２＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パッケ
ージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッケー
ジは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置してイン
サート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行っ
た。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約３２０℃
で約１５分間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に
直接接合することができた。
【００５６】
＜実施例３＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０として
形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した銀５
２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラミッ
クスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたアルミ
ナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行っ
た。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約１５０℃
で約１０時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に
直接接合することができた。
【００５７】
＜実施例４＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０として
形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した銀５
２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラミッ
クスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたアルミ
ナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行っ
た。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約３２０℃
で約１時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直
接接合することができた。
【００５８】
＜実施例５＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
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を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた酸化銀１４０と、
を用いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パ
ッケージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッ
ケージは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置して
インサート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、窒素気流中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１０
０の上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を
行った。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、窒素気流中、約１５０
℃で約７時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に
直接接合することができた。
【００５９】
＜実施例６＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた酸化銀１４０と、
を用いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パ
ッケージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッ
ケージは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置して
インサート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、窒素気流中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１０
０の上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を
行った。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、窒素気流中、約３２０
℃で約１時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に
直接接合することができた。
【００６０】
＜実施例７＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた酸化銀１４０と、
を用いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０と
して形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した
銀５２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラ
ミックスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたア
ルミナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、窒素気流中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１０
０の上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を
行った。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、窒素気流中、約１５０
℃で約１５時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００
に直接接合することができた。
【００６１】
＜実施例８＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた酸化銀１４０と、
を用いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０と
して形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した
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銀５２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラ
ミックスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたア
ルミナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、窒素気流中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１０
０の上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を
行った。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、窒素気流中、約３２０
℃で約３時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に
直接接合することができた。
【００６２】
＜実施例９＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パッケ
ージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッケー
ジは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置してイン
サート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に６０ｋＨｚの超音波を印加し、約１秒間保持し、仮接合を行った
。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約１５０℃で
約３時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直接
接合することができた。
【００６３】
＜実施例１０＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パッケ
ージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッケー
ジは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置してイン
サート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に６０ｋＨｚの超音波を印加し、約１秒間保持し、仮接合を行った
。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約３２０℃で
約１５分間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直
接接合することができた。
【００６４】
＜実施例１１＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０として
形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した銀５
２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラミッ
クスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたアルミ
ナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
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した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に６０ｋＨｚの超音波を印加し、約１秒間保持し、仮接合を行った
。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約１５０℃で
約５時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直接
接合することができた。
【００６５】
＜実施例１２＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０として
形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した銀５
２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラミッ
クスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたアルミ
ナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に６０ｋＨｚの超音波を印加し、約１秒間保持し、仮接合を行った
。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約３２０℃で
約３０分間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直
接接合することができた。
【００６６】
＜実施例１３＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた酸化銀１４０と、
を用いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パ
ッケージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッ
ケージは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置して
インサート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、窒素気流中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１０
０の上面より基体５００側に６０ｋＨｚの超音波を印加し、約１秒間保持し、仮接合を行
った。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、窒素気流中、約１５０℃
で約４時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直
接接合することができた。
【００６７】
＜実施例１４＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた酸化銀１４０と、
を用いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パ
ッケージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッ
ケージは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置して
インサート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、窒素気流中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１０
０の上面より基体５００側に６０ｋＨｚの超音波を印加し、約１秒間保持し、仮接合を行
った。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、窒素気流中、約３２０℃
で約３０分間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に
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直接接合することができた。
【００６８】
＜実施例１５＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた酸化銀１４０と、
を用いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０と
して形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した
銀５２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラ
ミックスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたア
ルミナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、窒素気流中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１０
０の上面より基体５００側に６０ｋＨｚの超音波を印加し、約１秒間保持し、仮接合を行
った。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、窒素気流中、約１５０℃
で約１０時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に
直接接合することができた。
【００６９】
＜実施例１６＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた酸化銀１４０と、
を用いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０と
して形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した
銀５２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラ
ミックスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたア
ルミナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、窒素気流中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１０
０の上面より基体５００側に６０ｋＨｚの超音波を印加し、約１秒間保持し、仮接合を行
った。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、窒素気流中、約３２０℃
で約２時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直
接接合することができた。
【００７０】
＜参考例１＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パッケ
ージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッケー
ジは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置してイン
サート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行っ
た。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約１４０℃
で約２４時間加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に
直接接合することができた。
【００７１】
＜測定結果＞



(18) JP 5370372 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

　実施例１乃至１６及び参考例１に係る半導体装置について、ダイシェア強度を測定した
。ダイシェア強度は、室温で基体５００から半導体発光素子１００を剥す方向にせん断力
をかけ、剥離したときの強度を測定した。またパッケージを用いた実施例１、２、５、６
、９、１０、１３、１４に係る半導体装置について、４７０ｎｍ光線反射率を測定した。
表１に、ダイシェア強度（ｇｆ）と光線反射率（％）の測定結果を示す。
【００７２】
【表１】

【００７３】
　この測定結果より本接合条件が高温であるほど短時間で所定のダイシェア強度が得られ
ることがわかった。１５０℃以上の温度条件で任意に加熱時間を選んでやることにより実
用的なダイシェア強度が得られることがわかった。パッケージや半導体発光素子の耐熱性
の観点から３２０℃の温度を加えたが、さらに耐熱性の良いパッケージや半導体素子を用
いる場合は、さらに高い温度を加えることもできる。半導体発光素子側に酸化銀を施すこ
とにより、窒素気流下での接合が可能であることがわかった。実施例として示していない
が基体側に酸化銀を施したものも同様に窒素気流下での接合が可能である。
　光線反射率はいずれの実施例も８５％以上と非常に高い反射率を示した。また、パッケ
ージに使用されるエポキシ樹脂の変色による光線反射率低下は軽減可能であった。基体に
セラミックス部材を用いることにより、熱劣化のない半導体装置を提供することができる
。
　一方、参考例１のように加熱温度が１４０℃では接合されたが、そのダイシェア強度は
十分なものではなかった。
　なお、基体に使用したセラミックス部材とエポキシ樹脂では熱伝導性に違いがある等の
ため、同じ温度を加えても所定のダイシェア強度にいたるまでの時間に差が生じることが
ある。
【００７４】
＜実施例１７乃至１９＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
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いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パッケ
ージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッケー
ジは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置してイン
サート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
した。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行っ
た。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約３２０℃
で約１時間（実施例１７）、約２時間（実施例１８）、約３時間（実施例１９）のそれぞ
れ３条件で加熱し、本接合を行った。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直
接接合することができた。
【００７５】
＜測定結果＞
　実施例１７乃至１９に係る半導体装置について、ダイシェア強度を測定した。ダイシェ
ア強度は、室温で基体５００から半導体発光素子１００を剥す方向にせん断力をかけ、剥
離したときの強度を測定した。表２に、ダイシェア強度（ｇｆ）の測定結果を示す。
【００７６】
【表２】

【００７７】
　この結果より、加熱時間を長くする程、高いダイシェア強度を得られることがわかった
。また、３２０℃の本接合条件では約２０００ｇｆ（５５ＭＰａ）のダイシェア強度が得
られることが確認できた。
【００７８】
＜初期特性＞
（比較例１）
　実施例１と同じ部材構成で、比較例１は絶縁性無色透明のエポキシ樹脂をダイボンド部
材として用いて接合を行った。硬化条件は１７０℃、１時間であった。比較例１のダイシ
ェア強度は、約９００ｇｆであった。
【００７９】
（比較例２）
　実施例１と同じ部材構成で、比較例２はフレーク状銀フィラー８０ｗｔ％－エポキシ樹
脂２０ｗｔ％の銀ペーストを用いて接合を行った。硬化条件は１５０℃、１時間であった
。比較例２のダイシェア強度は、約１５００ｇｆであった。
【００８０】
＜測定結果＞
　実施例１、比較例１、比較例２のそれぞれについて、半導体発光素子の電極と基体の電
極とを金ワイヤーで配線し、シリコーン樹脂で封止し、半導体装置を得た。この状態で各
半導体装置の発光出力を測定した。発光出力は実施例１を１００％とした際の相対値で示
す。表３に測定結果を示す。
【００８１】
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【表３】

【００８２】
　この測定結果から、実施例１が最も高出力発光が可能な半導体装置を得ることができた
。比較例１では絶縁性のエポキシ樹脂がフィレットを形成し、更に硬化時にエポキシ樹脂
が若干の黄変を発生するため、発光出力の低下が認められたものと推測できる。同様に、
比較例２のフレーク状銀フィラー入りエポキシ樹脂もフィレットを形成し、更に硬化時に
エポキシ樹脂が若干の黄変を発生させ、また、フレーク状銀フィラーによる光散乱が同時
に起こるため、発光出力が大きく低下したものと推測できる。
【００８３】
＜通電試験＞
　実施例１、比較例１、比較例２のそれぞれについて、この状態で通電試験（試験条件２
５℃、５０ｍＡ）を、５００時間経過後、１０００時間経過後、および２０００時間経過
後に行った。表４に初期出力に対する出力結果を示す。
【００８４】

【表４】

【００８５】
　実施例１で得られた半導体装置は、２０００時間経過後も高い発光出力を維持できてい
ることが確認できた。一方、比較例１および２で得られた半導体装置は、２０００時間経
過後に著しく出力が低下していることが確認できた。
【００８６】
　また、２０００時間経過後、実施例１の半導体発光素子周辺はどこにも変色が見られな
いことを確認した。それに対し、２０００時間経過後、半導体発光素子と基体との間の比
較例１の絶縁性無色透明のエポキシ樹脂の接合ならびにフィレット部は、黒茶褐色に変色
が生じていることを確認した。また、２０００時間経過後、半導体発光素子と基体との間
の比較例２のフレーク状銀フィラー８０ｗｔ％－エポキシ樹脂２０ｗｔ％の銀ペーストの
接合ならびにフィレット部は、黒茶褐色に変色が生じていることを確認した。
【００８７】
＜実施例２０＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成し、パッケ
ージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる。パッケー
ジは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配置してイン
サート成形したものである。
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　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
する。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約２５０℃で約１時間加熱し、接
合を行う。これにより半導体発光素子１００を基体５００に直接接合することができる。
仮接合と本接合を一工程で行うことにより工程の簡略化を行うことができる。
【００８８】
＜実施例２１＞
　半導体発光素子１００として、６００μｍ×６００μｍ×厚さ１００μｍのサファイア
を用いた透光性無機基板１１０と、透光性無機基板１１０の上面に積層されたＩｎＧａＮ
の半導体層１２０と、透光性無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４０と、を用
いる。基体５００として、カップ形状のアルミナセラミックス基板を台座部５１０として
形成し、アルミナセラミックス基板に形成された下地金属の表面に銀メッキを施した銀５
２０を用いる。アルミナセラミックス基板は、カップ形状となるようにアルミナセラミッ
クスを積層し、下地金属を設けた後、アルミナセラミックスを焼成し、焼成されたアルミ
ナセラミックスの下地金属に銀メッキを施したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体発光素子１００の銀１４０が直接接触するように載置
する。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体発光素子１００の
上面より基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行う
。更に半導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約３８０℃で
約５分間加熱し、本接合を行う。これにより短時間に半導体発光素子１００を基体５００
に直接接合することができる。
【００８９】
＜実施例２２＞
　半導体素子１００として半導体発光素子に代えてツェナーダイオードを用いる。半導体
素子１００として、３００μｍ×３００μｍ×厚さ２００μｍのＳｉを用いた基板１１０
と、基板１１０の上面に形成された半導体層１２０と、基板１１０の下面にメタライズさ
れた銀１４０と、を用いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０
として形成し、パッケージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２
０を用いる。パッケージは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフ
レームを配置してインサート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体素子１００の銀１４０が直接接触するように載置する
。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体素子１００の上面より
基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行う。更に半
導体素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約１５０℃で約５時間加熱
し、本接合を行う。これにより短時間に半導体素子１００を基体５００に直接接合するこ
とができる。１つのパッケージに発光ダイオードとツェナーダイオードとを用いることに
より、発光ダイオードとツェナーダイオードとをそれぞれ仮接合した後、同時に本接合す
ることができるので、製造工程の簡略化を図ることができる。
【００９０】
＜実施例２３＞
　半導体素子１００として、半導体発光素子に代えてＩＣチップを用いる。半導体素子１
００として、３００μｍ×３００μｍ×厚さ２００μｍのＳｉを用いた無機基板１１０と
、上面に形成された半導体層１２０と、無機基板１１０の下面にメタライズされた銀１４
０と、を用いる。基体５００として、カップ形状のパッケージを台座部５１０として形成
し、パッケージから露出するリードフレームの表面に銀メッキを施した銀５２０を用いる
。パッケージは白色顔料を分散したエポキシ樹脂中に銅を母材とするリードフレームを配
置してインサート成形したものである。
　基体５００の銀５２０上に半導体素子１００の銀１４０が直接接触するように載置する
。載置は、大気中で約２５０℃にリードフレームを予熱し、半導体素子１００の上面より
基体５００側に約１５ＭＰａの圧力を印加し、約１０秒間保持し、仮接合を行う。更に半
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導体発光素子１００が仮接合された基体５００を、大気雰囲気中、約３８０℃で約５分間
加熱し、本接合を行う。これにより短時間に半導体素子１００を基体５００に直接接合す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明の半導体装置の製造方法は、例えば、部品電極の接続、ダイアタッチ、微細バン
プ、フラットパネル、ソーラ配線等の製造用途およびウェハ接続等の用途、またこれらを
組み合わせて製造する電子部品の製造に適用できる。また、本発明の半導体装置の製造方
法は、例えば、ＬＥＤやＬＤなどの半導体発光素子を用いた半導体装置を製造する際にも
適用できる。
【符号の説明】
【００９２】
１００、２００、３００　半導体発光素子
１１０、２１０、３１０　透光性無機基板
１２０、２２０、３２０　半導体層
１２１、２２１、３２１　ｎ型半導体層
１２２、２２２、３２２　ｐ型半導体層
１３０、３３０　電極
１３１、３３１　ｎ側電極
１３２、２３２、３３２　ｐ側電極
１４０、２４０、３４０　銀若しくは酸化銀
１５０、２５０　第１の銀
１６０、２６０　緩衝部材
５００、６００、７００　基体
５１０、６１０、７１０　台座部
５２０、６２０、７２０　銀若しくは酸化銀
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